
令 和 ６ 年 度 税 制 改 正 要 望 事 項 （ 新 設 ・ 拡 充 ・ 延 長 ）  

（厚生労働省人材開発統括官海外人材育成担当参事官室） 

項 目 名 技能実習制度の見直しに伴う税制上の所要の措置 

税 目 所得税、法人税、登録免許税、消費税、印紙税 

要

望

の

内

容 

技能実習制度においては、外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の

保護に関する法律（平成 28 年法律第 89 号）に基づき設立された認可法人であ

る外国人技能実習機構に対して、各種税法上の非課税措置が適用されている。 

 

現在、「外国人材の受入れ・共生に関する関係閣僚会議」の下に設置された

「技能実習制度及び特定技能制度の在り方に関する有識者会議」（以下「有識

者会議」という。）において、技能実習制度及び特定技能制度の見直しに関す

る検討の方向性について議論がなされており、令和５年５月に中間報告書が公

表されたところ。また、「経済財政運営と改革の基本方針 2023」（令和５年６

月 16 日閣議決定）において、現行の技能実習制度を発展的に解消して人材確保

及び人材育成を目的とした新たな制度を創設するとの方向性が示されている。 

 

今後、有識者会議において当該新たな制度に関する具体的な議論がなされる

予定であるところ、新たな制度の創設に伴い、外国人技能実習機構の名称や在

り方についても見直しが行われる可能性があり、有識者会議における検討結果

を踏まえ、技能実習制度の見直しに伴う税制上の所要の措置を講じる。 

 

＜関係条文＞ 

所得税関係：所得税法（昭和 40年法律第 33号）第 11条第１項及び別表第１ 

法人税関係：法人税法（昭和 40 年法律第 34 号）第 37 条第５項、第 66 条第３

項及び別表第２ 

登録免許税関係：登録免許税法（昭和 42 年法律第 35 号）第２条、第４条第２

項、別表第１及び別表第３ 

消費税関係：消費税法（昭和 63 年法律第 108 号）第６条、第 60 条第４項、別

表第１及び別表第３ 

印紙税関係：印紙税法（昭和 42年法律第 23号）第５条第３号及び別表第３ 

 

 

 平年度の減収見込額 －   百万円 

(制度自体の減収額) (   －  百万円) 

(改 正 増 減 収 額) (   －  百万円) 
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新

設

・

拡

充

又

は

延

長

を

必

要

と

す

る

理

由 

⑴ 政策目的 

有識者会議の中間報告書において示された検討の方向性等に基づき、技能

実習制度を発展的に解消して人材確保及び人材育成を目的とした新たな制度
を創設することとしており、外国人技能実習機構の在り方を含めた現行の技
能実習制度の見直しを検討する必要がある。  

 

⑵ 施策の必要性 

今後、有識者会議における検討結果等を踏まえ、現行の技能実習制度の見
直しを行うこととなるが、当該見直しに伴う税制上の所要の措置を講じる必
要性がある。 

 

 

 

 

 

 

 

今

回

の

要

望

（

租

税

特

別

措

置

）

に

関

連

す

る

事

項 

合 
理 

性 

政 策 体 系 

に お け る 

政策目的の

位 置 付 け 

 基本目標Ⅵ 労働者の職業能力の開発及び向上を図るととも
に、その能力を十分に発揮できるような環境整備をすること 
 
施策大目標１ 経済社会の変化を踏まえ、非正規雇用労働者

を含めすべての労働者について、時代のニーズに対応した人材
育成を強化するとともに、継続的な学びと自律的・主体的なキ
ャリア形成の支援等をすること 
 
施策目標１－３ 技能実習制度の適正な運営を推進すること 

 

政 策 の 

達成目標 

技能実習制度の適正な実施及び技能実習生の保護を図り、も
って人材育成を通じた技能等の移転による国際協力を推進す
る。 

 

租税特別措

置の適用又

は延長期間 

 － 

 

同上の期間

中 の 達 成 

目 標 

 － 

政策目標の

達 成 状 況 
 － 

有 

効 

性 

要 望 の 

措 置 の 

適用見込み  

－ 

要望の措置

の効果見込

み(手段とし

ての有効性) 

－ 
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相 

当 

性 

当該要望項 

目以外の税 

制上の措置 

地方税についても同様の要望を行っている。 

予算上の 

措置等の 

要求内容 

及び金額 

－ 

 

上記の予算 

上の措置等 

と要望項目

と の 関 係 

 － 

要望の措置 

の 妥 当 性 

有識者会議における検討結果を踏まえた税制上の所要の措置
を講じることによって、新たな制度における外国人材の適正な
受入れを図ることが可能となる。 

こ
れ
ま
で
の
租
税
特
別
措
置
の
適
用
実
績
と
効
果
に
関
連
す
る
事
項 

租税特別 

措 置 の  

適用実績 

－ 

 

租特透明化

法に基づく

適 用 実 態 

調 査 結 果 

－ 

租税特別措

置の適用に

よ る 効 果 

(手段として 

の有効性) 

－ 

前回要望時 

の達成目標 
 － 

前回要望時 

からの達成

度及び目標

に達してい

ない場合の

理 由 

 － 

これまでの 

要 望 経 緯 
－ 
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